
平成™œ年 月š—日 月曜日 (号外第™˜™号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
三
号

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
基
準
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
九
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

労
働
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
二
第
四
号
３
中
「
う
る
し
」
の
下
に
「
、
テ
レ
ビ
ン
油
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
の
二
第
七
号
18
中
「
17
」
を
「
20
」
に
改
め
、
同
号
18
を
同
号
21
と
し
、
同
号
10
か
ら
同
号
17
ま
で
を
三

つ
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
号
９
を
同
号
10
と
し
、
同
号
10
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

11

一
・
二
e

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
よ
る
胆
管
が
ん

12

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
よ
る
胆
管
が
ん

別
表
第
一
の
二
第
七
号
８
を
同
号
９
と
し
、
同
号
７
を
同
号
８
と
し
、
同
号
６
を
同
号
７
と
し
、
同
号
５
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

６

ベ
リ
リ
ウ
ム
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
よ
る
肺
が
ん

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�


